
人、自然、科学を結ぶ　学研都市精華町 
「はなそう」 

H A N A S O U

里山交流広場(東畑地区)で４月21日(土)、３年前の里山
開きで埋められたタイムカプセルを、当時の埋設に参加し
た子どもたちが集まって掘り出しました。子どもたちは少
し照れくさそうにしながらも、過去の自分の夢や希望が書
かれた手紙を読み、友達同士で見せ合うなど楽しいひと時
を過ごしました。

里山で、３年前の自分を発見！
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◎：申し込み不要　★：申し込み必要 

せいか里山の会　本年度の活動予定 

※定例活動：下草刈りや枝払いなどに取
り組みます。毎月第３土曜日午前９
時～正午に行い、10月は14日(日)に収
穫祭を予定(８月と雨天は休み)。11月は
「せいか祭り」のため第２土曜日です。
※農場体験：土のなかの豊かな自然と共
生した不耕起農法に取り組みます。第
２・第４土曜日午前９時～11時に行い
ます(雨天は休み)。
※竹林整備イベント：日程は未定です(後
日案内予定)。興味のある方は事務局
へお問い合わせください。 

４月 
14日　◎農場体験：種まき(トマトなど)
15日　◎総会開催
21日　◎定例活動：タイムカプセル発掘・

花ショウブ植え付け
28日　◎農場体験：種まき(トウモロコシ)・

収穫(タケノコ)

５月 
12日　◎農場体験：種下ろし
19日　◎定例活動：幼虫探し
26日　◎農場体験：種・苗下ろし

６月 
９日　◎農場体験：収穫(ジャガイモなど)
　　　◎定例活動：田植え体験
23日　◎農場体験：収穫(エンドウなど)

７月 
14日　◎農場体験：収穫(大根など)
21日　◎定例活動：昆虫頒布会
28日　◎農場体験：収穫(トウモロコシ)

８月 
11日　◎農場体験：収穫(トマトなど)
25日　◎農場体験：種(ジャガイモ)

９月 
８日　◎農場体験：種まき(タマネギなど)
15日　◎定例活動
22日　◎農場体験：種まき(ニンニクなど)

10月
14日　◎農場体験：収穫(サツマイモ)
　　　◎定例活動
　　　★収穫祭(もち米収穫体験)
27日　◎農場体験：収穫(枝豆など)

11月
10日　◎農場体験：種まき(エンドウ)、

収穫(大豆)
　　　◎定例活動：干し柿作り
18日　せいか祭り出店予定
24日　◎農場体験：苗(タマネギ)、収穫

(落花生)

12月
８日　◎農場体験：収穫(ニンジンなど)
15日　◎定例活動
22日　◎農場体験：収穫(大根など)

１月 
12日　◎農場体験：畝整備
19日　◎定例活動
26日　◎農場体験：畝整備

２月 
９日　◎農場体験：竹林
16日　◎定例活動：果樹の施肥作業
23日　◎農場体験：竹林

３月 
９日　◎農場体験：種まき(ジャガイモ)
16日　◎定例活動
23日　◎農場体験：種まき(大根・ニンジ

ン)

さ
あ
、
み
ん
な
で
里
山
づ
く
り

〜
せ
い
か
里
山
の
会
〜
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せ
い
か
里
山
の
会
で
は
、
里
山

が
持
つ
豊
か
な
自
然
を
保
全
・
再

生
す
る
た
め
の
下
草
刈
り
な
ど
の

保
全
活
動
を
、毎
月
第
３
土
曜
日
、

東
畑
地
区
の
「
里
山
交
流
広
場
」

を
拠
点
に
行
っ
て
い
ま
す
。

現
在
、
会
員
や
各
グ
ル
ー
プ
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ス
タ
ッ
フ
を
募
集

し
て
い
ま
す
。

○
問
い
合
わ
せ

せ
い
か
里
山
の
会
事
務
局
（
産

業
振
興
課
農
業
振
興
係
内
）

（
4

９
５-

１
９
０
３
）

（
6

９
５-

３
９
７
３
）

「
せ
い
か
里
山
の
会
」
の
平
成

24
年
度
総
会
が
４
月
15
日
�
、
精

華
町
商
工
会
館
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
。前

年
度
の
事
業
活
動
報
告
や
会

計
報
告
が
さ
れ
た
ほ
か
、本
年
度
の

事
業
計
画
や
予
算
が
提
案
さ
れ
、

す
べ
て
の
議
案
が
承
認
さ
れ
ま
し

た
。
総
会
終
了
後
に
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
「
や
ま
し
ろ
里
山
の
会
」
の

山
村
武
正
さ
ん
が
講
演
。
出
席
者

は
、里
山
保
全
活
動
の
意
義
や
楽
し

さ
に
つ
い
て
の
熱
く
て
ユ
ニ
ー
ク

な
講
義
に
聴
き
入
っ
て
い
ま
し
た
。

総
会
を
開
催

新
会
員
・
ス
タ
ッ
フ
募
集

さ
あ
、
み
ん
な
で
里
山
づ
く
り

〜
せ
い
か
里
山
の
会
〜
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平
成
21
年
５
月
に
オ
ー
プ
ン

し
た
里
山
交
流
広
場
も
、
今
年

で
３
回
目
の
春
を
迎
え
ま
し

た
。４

月
21
日
�
、
穏
や
か
な
日

差
し
の
な
か
、
地
域
の
子
ど
も

た
ち
が
集
ま
り
里
山
イ
ベ
ン
ト

を
体
験
し
ま
し
た
。
表
紙
の
タ

イ
ム
カ
プ
セ
ル
掘
り
の
ほ
か
、

里
山
散
策
コ
ー
ス
を
使
っ
た
ス

タ
ン
プ
ラ
リ
ー
に
挑
戦
し
た

り
、
現
地
で
作
っ
た
ポ
ン
菓
子

を
ほ
お
張
る
な
ど
し
て
自
然
を

満
喫
し
ま
し
た
。

里山交流広場の農業体験の取り組みとし
て、田植え体験が行われます。
昨年は、すくすくと育っていた稲が、残
念ながらイノシシの被害で全滅し、自然と
の共存の難しさをあらためて痛感……。今
年は、イノシシよけの柵を整備し、心機一
転の水田で「田植え体験」をみんなで楽し
みましょう。
�日　時 ６月９日(土)

午前９時～正午
�場　所 里山交流広場
�持ち物 汚れても良い服装、長靴、帽

子・飲み物

○問い合わせ
せいか里山の会事務局(産業振興課農業
振興係内)
(4 95_1903・6 95_3973)

田植え体験しませんか？

里
山
に
春
が
来
た民家 

N

けいはんなプラザ 

至町役場 里山交流広場 

総会後は、大根も飛び出す楽しい講演が

力を合わせて里山を守りましょう
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外
国
人
住
民
の
方
も
日
本
人
住

民
と
同
様
「
住
民
票
」
が
作
成
さ

れ
ま
す
。
外
国
人
住
民
と
日
本
人

住
民
が
一
緒
に
暮
ら
し
て
い
る
世

帯
は
、
一
緒
に
住
民
票
に
記
載
さ

れ
、
証
明
が
発
行
さ
れ
ま
す
。

住
民
票
を
作
成
す
る
対
象
者

外
国
人
登
録
原
票
を
基
に
適
法

に
３
カ
月
を
超
え
て
日
本
で
生

活
（
在
留
）
し
、
住
所
を
有
す
る

次
の
方
で
す
。
た
だ
し
、
短
期
滞

在
者
な
ど
を
除
き
ま
す
。

・
中
長
期
在
留
者
（
在
留
カ
ー
ド

交
付
対
象
者
）

・
特
別
永
住
者
（
特
別
永
住
者
証

明
書
交
付
対
象
者
）

・
一
時
庇
護
や
仮
滞
在
の
許
可
者

・
出
生
や
国
籍
喪
失
に
よ
る
経
過

滞
在
者

現
在
の
外
国
人
登
録
の
内
容
が

正
し
く
届
け
出
さ
れ
て
い
な
い

と
、
住
民
票
が
作
成
さ
れ
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。
特
に
住
所
や
在

留
期
間
、
在
留
資
格
の
変
更
な
ど

が
あ
っ
た
と
き
は
、
早
急
に
町
役

場
２
階
・
総
合
窓
口
課
に
届
け
出

て
く
だ
さ
い
。

住
民
票
の
内
容

外
国
人
登
録
証
明
書
に
記
載
さ

れ
て
い
た
出
生
地
・
職
業
・
旅
券

番
号
な
ど
は
記
載
さ
れ
ま
せ
ん
。

氏
名
に
漢
字
が
使
わ
れ
て
い
る

場
合
は
、
在
留
カ
ー
ド
や
特
別
永

住
者
証
明
書
に
記
載
さ
れ
る
文
字

に
置
き
換
え
ま
す
の
で
、
外
国
人

登
録
証
明
書
の
文
字
と
異
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

７
月
９
日
以
前
か
ら
町
に
住
所

が
あ
る
外
国
人
住
民
の
方
の
「
届

出
年
月
日
」
欄
は
平
成
24
年
７
月

９
日
に
、「
住
所
を
定
め
た
年
月

日
」「
前
住
所
」
欄
は
空
欄
に
な

り
ま
す
。

ご
確
認
く
だ
さ
い

上
記
対
象
者
の
方
で
「
仮
住
民

票
記
載
事
項
通
知
書
」（
世
帯
主

宛
）
が
届
い
て
い
な
い
方
、
同
通

知
書
に
誤
り
な
ど
が
あ
る
方
は
、

早
急
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

町
外
に
引
っ
越
す
と
き
は
、
日

本
人
と
同
様
、
転
出
の
手
続
き
を

し
、
転
出
証
明
書
の
交
付
を
受
け

て
く
だ
さ
い
。

引
っ
越
し
後
は
14
日
以
内
に
、

新
住
所
の
市
区
町
村
役
場
で
転
入

の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。
手

続
き
に
は
、
転
出
証
明
書
と
全
員

の
在
留
カ
ー
ド
ま
た
は
特
別
永
住

者
証
明
書
が
必
要
で
す
。

国
外
か
ら
転
入
す
る
場
合
な

ど
、
世
帯
主
と
の
続
柄
を
示
す
公

的
な
書
類
（
戸
籍
謄
本
な
ど
）
が

必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

詳
し
く
は
総
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

在
留
期
間
の
更
新
や
変
更
な
ど

を
入
国
管
理
局
で
手
続
き
後
、
市

区
町
村
役
場
で
の
届
け
出
は
不
要

に
な
り
ま
し
た
。ま
た
、在
留
期
間

の
上
限
が
延
長
さ
れ
る
ほ
か
、
再

入
国
許
可
制
度
が
緩
和
さ
れ
ま
す
。

７
月
９
日
�
、
外
国
人
登
録
法
が
廃
止
さ
れ
、
外
国
人
住
民
の
住
民

基
本
台
帳
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す
。
同
時
に
、
新
し
い
在
留
管
理
制

度
に
変
わ
り
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
同
日
か
ら
外
国
人
の
方
の
証
明
や

住
所
変
更
の
手
続
方
法
な
ど
が
変
わ
り
ま
す
。

外
国
人
登
録
証
明
書
は
「
在
留

カ
ー
ド
」
ま
た
は
「
特
別
永
住
者

証
明
書
」
に
切
り
替
わ
り
ま
す
。

外
国
人
登
録
証
明
書
は
７
月
９

日
以
降
も
一
定
期
間
、
在
留
カ
ー

ド
な
ど
に
見
な
さ
れ
有
効
で
す
＝

右
表
。

そ
れ
ぞ
れ
の
有
効
期
限
ま
で

に
、
特
別
永
住
者
の
方
は
町
役
場

で
、
中
長
期
在
留
者
の
方
は
入
国

管
理
局
で
、
切
り
替
え
の
手
続
き

を
し
て
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
期
限
ま
で
に
在
留
期

間
の
更
新
な
ど
を
し
た
と
き
は
、

在
留
カ
ー
ド
に
切
り
替
わ
り
ま

す
。詳

し
く
は
法
務
省
入
国
管
理
局

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

外
国
人
登
録
原
票
は
保
管
場
所

が
町
役
場
か
ら
法
務
省
に
変
わ
り

ま
す
。
そ
の
た
め
７
月
９
日
以
降

は
、
町
役
場
で
外
国
人
登
録
原
票

記
載
事
項
証
明
書
な
ど
を
発
行
で

き
な
く
な
り
ま
す
。

氏
名
・
生
年
月
日
・
国
籍
・
居

住
地
の
変
更
履
歴
、
家
族
事
項
登

録
履
歴
、
上
陸
許
可
年
月
日
、
出

生
地
な
ど
の
証
明
（
住
民
票
で
確

認
で
き
な
い
事
項
）
が
必
要
な
方

は
、
７
月
６
日
�
ま
で
に
町
役
場

２
階
・
総
合
窓
口
課
へ
請
求
し
て

く
だ
さ
い
。

７
月
９
日
以
降
は
、
法
務
省
秘

書
課
個
人
情
報
保
護
係
（
4

０

３-

３
５
８
０-

４
１
１
１
）
に

郵
送
な
ど
で
請
求
し
て
く
だ
さ

い
。

○
問
い
合
わ
せ

総
合
窓
口
課
戸
籍
住
民
係

（
4

９
５-

１
９
１
５
）

（
6

９
５-

３
９
７
４
）
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住
民
基
本
台
帳
法
の
改
正
で
７

月
９
日
�
か
ら
、
町
外
へ
引
っ
越

し
て
も
現
在
の
住
民
基
本
台
帳

カ
ー
ド（
住
基
カ
ー
ド
）が
使
え
る

よ
う
に
な
り
ま
す
【
注
】。
引
っ

越
し
の
際
は
、
次
の
流
れ
に
沿
っ

て
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

�
精
華
町
か
ら
転
出

引
っ
越
す
世
帯
に
１
人
で
も
住

基
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
る
方
が
い

る
場
合
、
７
月
９
日
以
降
、
転
出

証
明
書
は
発
行
し
ま
せ
ん
。

引
っ
越
す
前
、
ま
た
は
引
っ
越

し
後
14
日
以
内
に
、
住
基
カ
ー
ド

を
持
っ
て
、
町
役
場
２
階
・
総
合

窓
口
課
で
転
出
の
手
続
き
（
転
出

届
の
提
出
）
を
し
て
く
だ
さ
い
。

転
出
の
手
続
き
は
郵
送
で
も
可

能
で
す
。
た
だ
し
、
保
険
や
医
療

な
ど
は
別
途
手
続
き
が
必
要
な

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
余
裕

を
も
っ
て
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

�
新
住
所
に
転
入

住
基
カ
ー
ド
を
持
っ
て
、引
っ
越

し
先
の
住
所
の
市
区
町
村
役
場
で

転
入
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

引
っ
越
す
世
帯
の
複
数
の
方
が

住
基
カ
ー
ド
を
持
っ
て
い
る
場
合

は
、
す
べ
て
の
カ
ー
ド
を
お
持
ち

く
だ
さ
い
。
裏
面
に
新
し
い
住
所

が
記
入
さ
れ
ま
す
。

転
入
の
手
続
き
は
、
引
っ
越
し

て
か
ら
14
日
以
内
で
転
出
予
定
日

か
ら
30
日
以
内
に
行
っ
て
く
だ
さ

い
。
期
限
を
超
え
た
場
合
は
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

【
注
】
７
月
８
日
�
ま
で
に
転
入
の
手

続
き
を
し
た
場
合
、
住
基
カ
ー
ド
は
使

え
ま
せ
ん
。

○
問
い
合
わ
せ

総
合
窓
口
課
戸
籍
住
民
係

（
4

９
５-

１
９
１
５
）

（
6

９
５-

３
９
７
４
）

町
役
場
内
の
証
明
書
等
自
動
交

付
機
を
７
月
７
日
�
〜
８
日
�
、

休
止
し
ま
す
。

法
改
正
に
伴
う
シ
ス
テ
ム
更
新

に
よ
る
も
の
で
、
印
鑑
証
明
や
住

民
票
な
ど
の
各
種
証
明
書
の
発
行

が
で
き
ま
せ
ん
。

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

○
問
い
合
わ
せ

総
合
窓
口
課
戸
籍
住
民
係

（
4

９
５-

１
９
１
５
）

（
6

９
５-

３
９
７
４
）

木津川市在住の山本浩二さん＝写真
右＝から４月24日(火)、30万円のご寄
付をいただきました。
「子どもをはぐくむまちづくりに関
する事業のために」と、精華町ふるさとづくり寄附金(ふるさ
と納税)としていただいたものです。ありがとうございました。

○問い合わせ
財政課 財政管理係(4 95_1914・6 93_2233)

ご寄付に感謝します

昨
年
度
の
情
報
公
開
制
度
と
個

人
情
報
保
護
制
度
の
運
用
状
況

を
、
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

情
報
公
開
制
度

情
報
公
開
制
度
は
、
町
が
持
っ

て
い
る
情
報
（
公
文
書
）
を
公
開

す
る
制
度
で
す
。
知
り
た
い
情
報

が
あ
る
場
合
、
町
に
開
示
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

昨
年
度
の
公
文
書
開
示
請
求
、

処
理
状
況
の
内
訳
は
、
表
１
の
通

り
で
す
。

個
人
情
報
保
護
制
度

個
人
情
報
保
護
制
度
は
、
個
人

の
権
利
・
利
益
を
保
護
す
る
た
め

の
制
度
で
す
。
町
が
行
う
個
人
情

報
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
ル
ー
ル

を
定
め
、自
分
の
情
報
を
見
た
り
、

情
報
の
誤
り
を
正
し
た
り
す
る
権

利
を
保
障
し
て
い
ま
す
。

昨
年
度
の
開
示
、
訂
正
、
利
用

停
止
な
ど
の
請
求
、
処
理
状
況
の

内
訳
は
、
表
２
の
通
り
で
す
。

○
問
い
合
わ
せ

総
務
課
庶
務
係

（
4

９
５-

１
９
１
０
）

（
6

９
３-

２
２
３
３
）

開示

19
1
0
0
20

処理状況 

部分開示

12
0
0
1
13

不開示

1
0
1
0
2

取り下げ

0
0
0
0
0

実施機関 

町　　　長 

教育委員会 

監 査 委 員  

議　　　会 

合　　　計 

請求件数

32
1
1
1
35

開示

2
1
－

－

3

処理状況 

部分開示

1
0
－

－

1

不開示

0
0
－

－

0

取り下げ

0
0
－

－

0

区　　分 

自己情報 
開示請求 

訂正請求 

利用停止請求 

合計 

実施 
機関 

町　長 

消防長 

－ 

－ 

－ 

請求 
件数 

3
1
0
0
4

表１ 

表２ 

※情報公開制度・個人情報保護制度共に、実施機関の
決定について、開示請求者からの不服申し立てはあ
りませんでした。 

在留カードなどと見なされる有効期間 

外国人登録証明書に記載さ
れている次回確認(切替)申
請期間の始めの日まで
※その日が３年以内に到来
する方は、３年以内に手
続きすれば結構です。

16歳の誕生日まで
平成27年７月８日まで
平成27年７月８日、または
16歳の誕生日のどちらか早
い日まで
在留期間の満了日、または
平成27年７月８日のどちら
か早い日まで
在留期間の満了日、または平
成27年７月８日、16歳の誕生
日のうち最も早い日まで
在留期間の満了日まで
在留期間の満了日、または
16歳の誕生日のどちらか早
い日まで 

16歳以上

16歳未満
16歳以上

16歳未満

16歳以上

16歳未満

16歳以上

16歳未満 

※年齢は平成24年７月９日時点のものです。

在留 
資格 

特
別
永
住
者 

永
住
者 

特
定
活
動 

上
記
以
外 

年　齢 有効期間 

情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護
制
度

昨
年
度
運
用
状
況
を
公
表

自
動
交
付
機

休
止
し
ま
す

引
越
し
は
転
出
届
出
を

届
出
な
ど
が
便
利
に

外
国
人
登
録
証
明
書
廃
止

証
明
内
容
・
請
求
先
変
更

住
民
票
を
作
成

外
国
人
住
民
の
方
へ
新
制
度
が

ス
タ
ー
ト

住基カード　７／９から 

引越し後も使用ＯＫ 

7/7～8
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介
護
保
険
制
度
は
、
介
護
が
必

要
な
状
態
に
な
っ
て
も
、
で
き
る

限
り
自
宅
で
自
立
し
た
日
常
生
活

を
送
る
た
め
の
仕
組
み
で
す
。
そ

の
た
め
に
必
要
な
介
護
サ
ー
ビ
ス

介
護
保
険
料
と
は

65
歳

以
上

介
護
保
険
料
見
直
し

26
年
度

分
ま
で

の
提
供
は
、
税
金
と
介
護
保
険
料

で
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
か
で
も
重
要
な
財
源
で
あ
る

介
護
保
険
料
は
、
３
年
に
一
度
見

直
す
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
今

回
見
直
し
た
介
護
保
険
料
は
、
平

成
26
年
度
ま
で
の
も
の
で
す
。

介
護
保
険
の
給
付
費
は
、
半
分

を
国
・
府
・
精
華
町
の
公
費
で

賄
っ
て
い
ま
す
。
残
り
半
分
は
、
皆

さ
ん
に
よ
る
保
険
料
で
す
＝
図
１
。

65
歳
以
上
の
方
が
支
払
う
保
険

料
は
、
保
険
料
基
準
額
を
基
に
、

所
得
な
ど
に
よ
っ
て
決
ま
り
ま

す
。
保
険
料
基
準
額
は
図
２
の
よ

う
な
式
で
計
算
し
ま
す
。

国
の
負
担
金
の
う
ち
５
％
（
全

国
平
均
）
は
、
市
町
村
の
努
力
で
対

応
で
き
な
い
市
町
村
の
財
政
格
差

を
補
正
す
る
た
め「
調
整
交
付
金
」

と
し
て
交
付
さ
れ
ま
す
＝
図
１
。

調
整
交
付
金
は
、
65
歳
以
上
の

う
ち
の
後
期
高
齢
者
が
占
め
る
割

合
と
、
所
得
段
階
別
の
人
数
の
割

合
に
よ
り
算
出
さ
れ
ま
す
。

精
華
町
は
全
国
水
準
よ
り
も
後

期
高
齢
者
の
割
合
が
低
く
、
所
得

段
階
も
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
た
め
、
調
整
交
付
金
の
割
合
は

京
都
府
内
で
最
も
低
い
水
準
の

０
・
６
４
％
と
見
込
ま
れ
ま
す
。

こ
の
不
足
分
が
、
65
歳
以
上
の
方

の
保
険
料
に
加
算
（
21
％
＋
４
・

３
６
％)

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

介
護
保
険
財
政
の
安
定
的
な
運

営
の
た
め
、
京
都
府
に
は
財
政
安

定
化
基
金
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

今
回
保
険
料
の
上
昇
を
抑
え
る

た
め
、
本
年
度
に
限
り
同
基
金
の

一
部
を
取
り
崩
し
て
市
町
村
に
交

付
さ
れ
ま
す
。
精
華
町
へ
の
交
付

額
は
７
７
０
万
円
の
見
込
み
で
す
。

ま
た
、
町
は
同
基
金
か
ら
貸
付

も
受
け
て
お
り
、
本
年
度
か
ら
３

年
間
で
償
還
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
こ
の
償
還
金
は
、
保
険
料
上

昇
の
要
因
と
な
り
ま
す
＝
図
２
。

24
年
度
介
護
保
険
料
の
通
知
は

７
月
上
旬
に
郵
送
す
る
予
定
で
す
。

皆
さ
ん
に
は
大
き
な
負
担
を
お

か
け
し
ま
す
が
、
介
護
を
必
要
と

す
る
方
に
安
定
し
た
保
険
給
付
を

行
う
た
め
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

○
問
い
合
わ
せ

福
祉
課
介
護
保
険
係

（
4

９
５-

１
９
０
４
）

（
6

９
５-

３
９
７
４
）

7

　介護保険では、施設サービスや短期入所サービスを利用する場合、食費・居住費は自己負担となりますが、申請
により減額になる場合があります。対象者は下表の利用者負担段階で、第１～第３段階までに該当する方です。 

�対象サービス　・特別養護老人ホーム・老人保健施設・介護療養型医療施設の食費と居住費 
・短期入所生活介護・短期入所療養介護・介護予防短期入所生活介護・介護予防短期入所療養介
護の食費と居住費 

�申 請 方 法　介護保険負担限度額認定申請書を下記のところへ。 
　　　　　　　　※該当する方には介護保険負担限度額認定証を交付しますので、利用する施設に提示してください。 

　介護保険では、1カ月の利用者負担が一定の上限額を超えたとき、その超えた分が払い戻されます。 
※ここでの利用者負担額には、福祉用具購入費、住宅改修費の利用者負担額や施設での食費、居住費、日常生活費
などは含まれません。 
�利用者負担段階と上限額 

�申 請 方 法　高額介護(介護予防)サービス費申請書を下記のところへ。 
　　　　　　　　※申請以降、該当するごとに、自動的に申請した口座に振り込まれます。 
 
○申請・問い合わせ　福祉課 介護保険係 (4 95_1904・6 95_3974)

0円

320円

320円 

320円

420円

820円 

490円

490円

1310円 

490円

490円

1310円 

820円

820円

1310円 

300円

390円

650円 

 

第１段階 
 
 
 
 

第２段階 
 
 
 

第３段階 
 
 

第４段階 

・老齢福祉年金の受給者
で、本人や世帯全員が
住民税非課税の方 
・生活保護の受給者の方 
 
本人や世帯全員が住民税
非課税で、合計所得金額
＋課税年金収入が80万円
以下の方 
 
本人や世帯全員が住民税
非課税で、第２段階以外
の方 
 
上記以外の方 負担限度額なし 

利用者 
負担段階 

食費 
(日額)世帯の状況 

多床室 
特養など 

従来型個室の場合 

居住費(日額)

老健・療養 
など 

ユニット型 
個室の場合 

ユニット型 
準個室の 
場合 

利用者負担段階 世帯の状況 
高額介護(介護予防)サービス費 
支給による利用者負担の上限額 

第１段階 
 
 

第２段階 
 

第３段階 
 

第４段階 

1万5000円 
 
 

1万5000円 
 

2万4600円 
 

3万7200円 

・老齢福祉年金の受給者で、本人や世帯全員が住民税非課税の方 
・生活保護の受給者の方 
 
本人や世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額＋課税年金収入が
80万円以下の方 
 
本人や世帯全員が住民税非課税で、第２段階以外の方 
 
上記以外の方 

きれいにする条例では「ふん放置・ポイ捨て・落書き」を禁止しています。精華町まちをきれいにする条例では「ふん放置・ポイ捨

介
護
保
険
の
財
源

基
金
の
取
り
崩
し
と
償
還

調
整
交
付
金
の
不
足

７
月
上
旬
に
保
険
料
通
知

65歳以上の方の介護保険料が本年度上がります。要介護者・要支援
者の増加に伴う介護保険給付費の増加や介護報酬の増額などによるも
のです。保険料基準年額では５万2800円から７万200円の33％増とな
ります。

図１　介護保険給付費の内訳 

図２　保険料基準額の計算式 

65歳以上の 
保険料21％ 

40歳～64歳の 
保険料29％ 

国〔うち標準の調
整交付金５％(精華
町は0.64％)〕÷都道
府県÷市町村の負担
金50％ 

利用者が支払う、
介護サービスの利
用額(原則、サービ
ス費用の１割)

給付費総額×21％＋調整交付金不足額＋財政安定化基金償還金－基金取り崩し額

精華町の65歳以上の人数 
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町
で
は
、
65
歳
以
上
70
歳
未
満

の
方
に
、
医
療
費
（
保
険
適
用
分
）

の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
【
注

１
】。
来
月
65
歳
に
な
る
方
に
は

ご
案
内
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。

▼
必
要
な
も
の

受
給
者
証
交
付
申
請
書
・
保
険

証
・
印
鑑

※
本
人
・
世
帯
で
平
成
23
年
１

月
２
日
以
降
、
精
華
町
に
転

入
し
た
方
が
い
る
場
合
は
、

そ
の
方
の
22
年
中
の
所
得
額

と
控
除
額
を
証
明
す
る
書
類

【
注
２
】
が
必
要
で
す
。

認
定
さ
れ
た
方
に
は
６
月
下

旬
、
青
紫
色
の
受
給
者
証
（
７
月

か
ら
使
用
可
能
）を
郵
送
し
ま
す
。

手
続
き
は
代
理
の
方
の
来
庁
や
郵

送
で
も
可
能
で
す
。

▼
申
請
期
間
【
注
３
】

６
月
13
日
�
〜
19
日
�（
必
着
）

※
土
日
を
除
き
ま
す
。

【
注
１
】
60
歳
未
満
の
方
と
同
居
す
る

所
得
税
課
税
世
帯
や
、一
定
所
得
を
超
え

る
世
帯
な
ど
は
該
当
し
ま
せ
ん
。

【
注
２
】
住
民
税
課
税
対
象
所
得
額
が

表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
。

【
注
３
】
申
請
が
遅
れ
る
と
受
給
者
証
の

使
用
開
始
日
も
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
申
請
・
問
い
合
わ
せ

国
保
医
療
課
医
療
係

（
4

９
５-

１
９
２
９
）

（
6

９
５-

３
９
７
４
）

相
楽
会
館
（
木
津
川
市
木
津
上

戸
15
番
地
＝
左
地
図
）
に
６
月
、

相
楽
休
日
応
急
診
療
所
が
開
設
さ

れ
ま
す
。

症
状
に
よ
っ
て
は
、
診
察
で
き

な
い
場
合
や
公
立
山
城
病
院
で
の

診
察
と
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

受
診
前
に
は
電
話
で
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
（
4

７
３-

９
９
８

８
＝
６
月
３
日
�
か
ら
）。

診
療
所
は
Ｊ
Ｒ
木
津
駅
東
出
口

か
ら
徒
歩
５
分
で
す
。
駐
車
場
も

あ
り
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

○
問
い
合
わ
せ

相
楽
郡
広
域
事
務
組
合
事
務
局

（
4

７
２-

０
４
２
１
）

（
6

７
２-

０
４
７
０
）

３
歳
か
ら
小
学
校
卒
業
ま
で
の

方
が
外
来
医
療
費
の
助
成
を
受
け

る
に
は
、
現
在
お
持
ち
の
白
色
の

受
給
者
証
と
は
別
の
受
給
者
証
が

必
要
で
す
。
対
象
の
世
帯
に
は
、

ご
案
内
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。

▼
必
要
な
も
の

受
給
者
証
交
付
申
請
書
・
対
象

者
の
保
険
証
・
印
鑑

申
請
し
た
方
に
は
６
月
下
旬
、

さ
く
ら
色
の
受
給
者
証
（
７
月
か

ら
使
用
可
能
）
を
郵
送
し
ま
す
。

白
色
の
受
給
者
証
は
、
こ
れ
か
ら

も
入
院
医
療
費
の
助
成
に
利
用
で

き
ま
す
。
手
続
き
は
代
理
の
方
の

来
庁
や
郵
送
で
も
可
能
で
す
。

▼
申
請
期
間
【
注
】

６
月
13
日
�
〜
19
日
�（
必
着
）

※
土
日
を
除
き
ま
す
。

【
注
】
申
請
が
遅
れ
る
と
受
給
者
証
の
使

用
開
始
日
も
遅
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

○
申
請
・
問
い
合
わ
せ

国
保
医
療
課
医
療
係

（
4

９
５-

１
９
２
９
）

（
6

９
５-

３
９
７
４
）

学研都市精華町発、親子で楽しめるクラシックコン
サート「けいはんなふれあいコンサート2012」が７月
26日(木)、けいはんなプラザ・メインホールで開催さ
れます。
関西一流の京都市交響楽団＝写真＝の演奏で、クラ
シックからポップスまで、どこかで聴き覚えのあるメ
ロディーが楽しめる同コンサート。子どもも一緒に、
歌ったりリズムを取ったり、演奏に参加できるプログ
ラムもあります。
コンサートが始まるまでの時間は、毎年大好評の楽
器演奏体験や音楽に合わせたマジックショーで楽しめ
る盛りだくさんの内容です。
楽しさと感動でいっぱいの「けいはんなふれあいコ
ンサート」を、夏休みの思い出の１ページに加えてみ
ませんか。
入場は０歳から可能です。ご家族そろってのご来場
をお待ちしています。
�日時　
７月26日(木) 午後１時開場・午後２時開演
(ロビーイベントは午後１時５分から)
�場所
けいはんなプラザ メインホール
�出演
指揮：関谷 弘志
司会：福山 俊朗
演奏：京都市交響楽団
�曲目
・カバレフスキー：道化師～ギャロップ
・アンダーソン：フィドルファドル　
・プライヤー：口笛吹きと子犬　
・アンダーソン：トランペット吹きの子守唄　
・チャイコフスキー：くるみ割り人形～花のワルツ　
・アンダーソン：サンドペーパーバレエ

・ビゼー：カルメン～前奏曲～
・宮下 浩司：マル÷マル÷モリ÷モリ
・黒須 克彦：夢をかなえてドラえもん
※一部変更する場合があります。
�チケット
前売券：1500円・当日券：2000円(全席指定)
※３歳未満の子どもが、保護者のひざの上に座る場
合は無料です。
※チケットの払い戻しはできません。
◆前売券販売場所
・精華町役場企画調整課(町役場５階)
販売期間：７月25日(水)までの平日
受付時間：午前９時～正午・午後１時～５時
※販売初日のみ午前10時からです。
・(株)けいはんな(けいはんなプラザ３階)
販売期間：７月25日(水)までの平日
受付時間：午前10時～午後5時30分
・チケットぴあ
販売期間：7月20日(金)まで
販売店：チケットぴあ店舗、サークルK・サン
クス
電子チケットぴあ：http://t.pia.jp/
電話予約：0570_02_9999(Pコード170_773)
※電子チケットぴあと電話予約によるチケット
の引き取りは、上記販売店のほかセブン_イ
レブンでも可能です。

※楽器演奏体験は混雑した場合、参加できない場合が
あります。

○問い合わせ
けいはんなふれあいコンサート実行委員会事務局
（企画調整課内）
(4 95_1900・6 95_3971)

親子で楽しめるクラシック
7/26、けいはんなふれあいコンサート2012

昭
22
年
７
月
生
の
方
へ 

昭
22
年
７
月
生
の
方
へ 

老
人
医
療
費
助
成 

平
21
年
６
月
２
日
〜
７
月

１
日
生
の
子
の
保
護
者
の
方

平
21
年
６
月
２
日
〜
７
月 

１
日
生
の
子
の
保
護
者
の
方

精
華
町
子
育
て
支
援
医
療
費
助
成 

Ｊ
Ｒ
木
津
駅 

相
楽
会
館 

公
立
山
城
病
院 

山
城
南 

保
健
所 

駐車場 

山
城
広
域 

振
興
局 

�診療時間
午前９時～午後１時

�受付時間
午前８時30分～午後０時30分

�診療日
◆内科のみ
６月３日・17日・７月１
日・８日・15日の各日曜
日・７月16日(祝・月)
◆内科・小児科
６月10日・24日の両日曜日

６
／
16
〜
17

む
く
の
き
休
館

む
く
の
き
セ
ン
タ
ー
は
６
月
16

日
�
〜
17
日
�
、
臨
時
休
館
し
ま

す
。

「
せ
い
か
文
化
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ

ル
」
開
催
に
よ
る
も
の
で
、
ト
レ
ー

ニ
ン
グ
室
を
含
む
す
べ
て
の
施
設

が
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

○
問
い
合
わ
せ

生
涯
学
習
課
社
会
体
育
係
（
む

く
の
き
セ
ン
タ
ー
）

（
4

９
８-

０
２
０
０
）

（
6

９
８-

０
１
１
８
）

相
楽
会
館
で
休
日
診
療
今
月
か
ら

こう 
西沼：心療内科、奥：循環器科、井上・福田：リウマ
チ・膠原病、坂谷：呼吸器・じん肺、齊藤：腎臓内科
【注１】午前９時30分から。【注２】福田医師は第２週
のみ。【注３】第２･４週は午前９時から。

�診療時間 
　午前診：午前９時～正午(歯科：午前９時～午後０

時30分)
　午後診：午後２時～４時30分(歯科：午後２時～６

時30分)
※歯科は一般歯科・矯正歯科・口腔外科・小児歯科で
す。インプラントも随時行っています。
※急患はこの限りではありません。
※診療日・診療時間が変更になる場合があります。

○問い合わせ 
　精華町国民健康保険病院(医療法人医仁会)
　(4 94_2076・6 93_2818)

精華町国保病院の診療体制 精華町国保病院の診療体制 精華町国保病院の診療体制 
土 

荒川 

井上 

福田 

【注２】 

 

 

越野 

山本 

【注３】 

 

 

竹内 

 

越野 

金 

桑原 

 

西沼 

 

 

 

青山 

 

 

 

 

竹内 

 

齊藤 

木 

西沼 

 

奥 

 

 

齊藤 

青山 

山村 

松吉 

村上 

竹内 

 

齊藤 

水 

桑原 

 

西沼 

 

坂谷 

 

青山 

 

 

 

 

坂田 

 

齊藤 

火 

坂谷 

 

西沼 

 

 

齊藤 

 

 

 

 

 

竹内 

齊藤 

川村 

月 

桑原 

 

西沼 

 

坂谷 

 

青山 

 

 

松吉 

 

竹内 

乃村 

齊藤 

川村 

診療科目 

内科１(午前)
 

内科２(午前)
 

内科３(午前)
内　科(午後)
外科(午前)
整形外科 

(午前)
皮膚科(午前)
内視鏡(午前)

歯科 

(午前・午後)
血液透析 

(午前)
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会
社
な
ど
を
退
職
し
国
民
健
康

保
険
（
国
保
）
に
加
入
し
た
方
の

な
か
で
、
厚
生
年
金
や
共
済
年
金

を
受
給
し
て
い
る
65
歳
未
満
の
方

と
、
そ
の
被
扶
養
者
が
対
象
と
な

る
医
療
制
度
と
し
て
「
退
職
者
医

療
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

同
制
度
は
、
医
療
費
の
一
部
が

被
用
者
保
険（
社
会
保
険
）に
よ
っ

て
賄
わ
れ
て
お
り
、
町
全
体
の
国

保
税
の
負
担
軽
減
に
つ
な
が
っ
て

い
ま
す
。

対
象
に
な
る
方
は
必
ず
、
町
役

場
２
階
・
国
保
医
療
課
に
届
け
出

て
く
だ
さ
い
。

対
　
象
　
者

次
の
す
べ
て
の
条
件
に
該
当
す

る
方
が
対
象
に
な
り
ま
す
。

▼
退
職
者
本
人

・
国
保
に
加
入
し
て
い
る
方

・
厚
生
年
金
ま
た
は
共
済
年
金

の
加
入
期
間
が
20
年
以
上
、

ま
た
は
40
歳
以
降
の
加
入
期

間
が
10
年
以
上
の
方

・
65
歳
未
満
の
方

▼
退
職
被
扶
養
者

・
国
保
に
加
入
し
て
い
る
方

・
退
職
被
保
険
者
の
配
偶
者
や

３
親
等
以
内
の
同
居
親
族

で
、
退
職
被
保
険
者
本
人
の

収
入
に
よ
り
生
計
を
維
持
し

て
い
る
方

・
年
間
の
収
入
が
１
３
０
万
円

（
年
金
収
入
の
方
は
１
８
０

万
円
）
未
満
の
方

・
65
歳
未
満
の
方

手
　
続
　
き

年
金
の
受
給
権
が
発
生
し
た
日

か
ら
退
職
被
保
険
者
と
な
り
ま
す
。

年
金
証
書
を
受
け
取
っ
た
ら
、

早
め
に
国
保
医
療
課
へ
お
越
し
く

だ
さ
い
。

▼
届
け
出
に
必
要
な
も
の

・
現
在
お
持
ち
の
国
保
保
険
証

※
社
会
保
険
か
ら
国
保
に
変

わ
る
方
は
、
社
会
保
険
の

喪
失
証
明
書
が
必
要
で
す
。

・
加
入
期
間
が
記
載
さ
れ
た
年

金
証
書

・
印
鑑

退
職
者
医
療
制
度
に
移
行
し
て

も
、
病
院
な
ど
で
の
負
担
割
合
や

国
保
税
額
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

○
問
い
合
わ
せ

国
保
医
療
課
国
保
係

（
4

９
５-

１
９
２
９
）

（
6

９
５-

３
９
７
４
）
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町
で
は
毎
月
第
３
木
曜
日
、
町

役
場
で
障
害
者
生
活
相
談
を
行
っ

て
い
ま
す
。

ど
ん
な
さ
さ
い
な
相
談
で
も
、

相
談
員
【
注
】
が
親
切
・
丁
寧
に

対
応
し
ま
す
。
秘
密
は
厳
守
し
ま

す
の
で
、
安
心
し
て
ご
利
用
く
だ

さ
い
。

時
間
は
午
後
１
時
30
分
〜
３
時

30
分
、
場
所
は
２
階
相
談
室
、
申

し
込
み
は
不
要
で
す
。

▼
身
体
障
害
者
相
談
員

近
藤
脩
・
大
西
國
嗣

体
に
障
害
の
あ
る
方
や
そ
の
家

族
か
ら
の
身
近
な
問
題
に
つ
い

て
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。

▼
知
的
障
害
者
相
談
員

林
田
仁
美

平
成
24
年
度
住
民
税
と
23
年
分

所
得
税
か
ら
、
16
歳
未
満
の
扶
養

親
族
（
年
少
扶
養
親
族
）
の
扶
養

控
除
が
廃
止
さ
れ
ま
し
た
【
注

１
】。
年
少
扶
養
親
族
が
い
る
方

は
、
確
定
申
告
書
や
源
泉
徴
収
票

な
ど
に
そ
の
旨
の
記
載
が
あ
る
こ

と
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

年
少
扶
養
親
族
の
有
無
が
一
部

の
控
除
【
注
２
】
に
関
係
す
る
ほ

か
、
扶
養
人
数
が
住
民
税
非
課
税

限
度
額
に
影
響
し
ま
す
。
保
育
料

な
ど
、
ほ
か
の
制
度
の
算
定
額
に

反
映
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

確
定
申
告
を
し
た
方
は
、
申
告

書
第
二
表
の
「
住
民
税
に
関
す
る

事
項
」
で
16
歳
未
満
の
扶
養
親
族

の
人
数
を
記
載
す
る
欄
に
、
氏
名

と
生
年
月
日
を
記
載
し
て
い
る
こ

と
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

源
泉
徴
収
票
で
は
「
16
歳
未
満

扶
養
親
族
」
の
欄
に
人
数
が
記
載

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

町
民
税
・
府
民
税
納
税
通
知
書

（
普
通
徴
収
）
や
決
定
通
知
書

（
特
別
徴
収
）
を
お
持
ち
の
方
は
、

併
せ
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

人
数
や
氏
名
な
ど
が
記
載
さ
れ

て
い
な
い
場
合
は
、
住
民
税
の
申

告
に
よ
っ
て
追
加
で
き
ま
す
の

で
、
町
役
場
２
階
・
税
務
課
へ
お

越
し
く
だ
さ
い
。
前
年
度
ま
で
の

よ
う
に
、
年
少
扶
養
親
族
に
対
し

て
扶
養
控
除
と
し
て
金
額
を
控
除

す
る
と
、
税
務
署
で
の
修
正
申
告

が
必
要
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

【
注
１
】
制
度
改
正
に
つ
い
て
は
２
月

号
４
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
扶
養

親
族
と
は
、
納
税
義
務
者
と
生
計
を
一

に
す
る
親
族
の
う
ち
、
前
年
の
合
計
所

得
金
額
が
38
万
円
（
給
与
の
み
の
場
合

は
給
与
収
入
１
０
３
万
円
）
以
下
の
方

で
す
。

【
注
２
】
寡
婦
・
寡
夫
控
除
や
障
害
者

控
除
な
ど
で
す
。

○
問
い
合
わ
せ

税
務
課
住
民
税
係

（
4

９
５-

１
９
１
６
）

（
6

９
５-

３
９
７
４
）

請
求
期
間
は

６
／
29
ま
で

16
歳
未
満
の
年
少
扶
養

申
告
漏
れ
確
認
を

独
り
で
悩
ん
で
い
ま
せ
ん
か

毎
月
第
３
木
曜
、
障
害
者
生
活
相
談

平
成
18
年
分
ま
で
の
所
得
税
に

か
か
る
特
別
還
付
金
の
請
求
は
、

６
月
29
日
�
ま
で
に
宇
治
税
務
署

で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

年
金
型
生
命
保
険
の
二
重
課
税

問
題
に
つ
い
て
は
、
昨
年
12
月

号
14
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

○
問
い
合
わ
せ

宇
治
税
務
署

（
4

４
４-

４
１
４
１
）

知
的
障
害
の
あ
る
方
の
家
庭
で

の
養
育
や
生
活
な
ど
、
身
近
な

問
題
に
つ
い
て
相
談
に
応
じ
ま

す
。

▼
こ
こ
ろ
の
健
康
推
進
員

前
田
品
子
・
田
中
智
美

精
神
障
害
の
あ
る
方
や
、
そ
の

家
族
か
ら
の
身
近
な
問
題
に
つ

い
て
の
相
談
に
応
じ
、
自
立
と

社
会
復
帰
を
促
進
し
ま
す
。

【
注
】
身
体
・
知
的
障
害
者
相
談
員
は

町
長
か
ら
、
こ
こ
ろ
の
健
康
推
進
員
は

府
知
事
か
ら
委
嘱
さ
れ
て
い
ま
す
。

○
問
い
合
わ
せ

福
祉
課
社
会
福
祉
係

（
4

９
５-

１
９
０
４
）

（
6

９
５-

３
９
７
４
）

おそうじ本舗相楽店 検索 

ご相談だけでも大歓迎!!

エアコンの効き・臭いで困っている方へ 

エアコンクリーニング 

777 0120-502-4000120-502-4000120-502-400携帯OK

精華町乾谷65

平
成
18
年
分
ま
で
の

特
別
還
付
金

国
保
退
職
者
医
療
制
度 

届
け
出
は
お
早
め
に 

�受付期間 
　６月７日(木)～14日(木)の平日
�場所 
　町役場２階201会議室
　※手続きは、代理の方でも可能です。
�必要なもの 
　◆各制度共通で必要なもの 
　　・受給者証(対象者証)交付申請書

昨年度中に申請のあった方など申請の対象となる
方には、６月初めに交付申請書を住民票の住所地
に郵送します。受付期間までに届かない場合は右
記のところに連絡してください。

　　・健康保険証
　　・印鑑
・本人を含み同じ世帯に今年１月２日以降に転入し

た方がいる場合は、その方の昨年中の所得と所得
控除の内訳が分かる証明書【注】

　◆各制度ごとに必要なもの 
　　・重度心身障害老人健康管理事業・障害者医療
　　　身体障害者手帳または療育手帳
　　・母子父子医療
　　　対象者の戸籍謄本または児童扶養手当証書
【注】今年１月１日時点で住所を有していた市区町村役場で発
行されます。発行可能時期は市区町村ごとに異なりますので、
事前にご確認ください。またこれは、受給資格の判定に必要と
なります。一人でも確認できない場合は、受給資格の判定(認定)
ができません。

○申請・問い合わせ 
　国保医療課 医療係(4 95_1929・6 95_3974)

福祉医療費 
助成制度 6/7～14、申請受付 
重度心身障害老人健康管理事業・障害者医療／母子父子医療／老人医療(一部の方)

落書き」を禁止しています。精華町まちをきれいにする条例では「ふん放置・ポイ捨て・落書き」を禁止しています。精華町まちをきれ きれいにする条例では「ふん放置・ポイ捨て・落書き」を禁止しています。精華町まちをきれいにする条例では「ふん放置・ポイ捨
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全メーカー電化・OA･石油・ガス製品・ 
太陽熱ソーラー（発電）・増改築から 
エクステリアまで各種工事。 

木津川店 
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健
康
保
険
を
取
り
扱
っ
て
い
る

接
骨
院
・
整
骨
院
で
も
、
国
民
健

康
保
険（
国
保
）の
対
象
と
な
ら
な

い
場
合
が
あ
り
ま
す
。
国
保
が
使

え
る
ケ
ー
ス
は
次
の
通
り
で
す
。

・
医
師
や
柔
道
整
復
師
に
、
骨

折
・
脱
臼
・
打
撲
・
ね
ん
ざ
な

ど
の
施
術
を
受
け
た
と
き【
注
】

・
骨
・
筋
肉
・
関
節
の
け
が
や
痛

み
が
あ
り
、
そ
の
原
因
が
は
っ

き
り
し
て
い
る
と
き
（
転
ん
で

ひ
ざ
を
打
っ
た
な
ど
）

接
骨
院
・
整
骨
院
に
か
か
る
と
き

▼
負
傷
の
原
因
は
必
ず
伝
え
ま

し
ょ
う

け
が
以
外
の
場
合
は
国
民
健
康

保
険
が
使
え
ま
せ
ん
の
で
、
必

ず
正
し
い
負
傷
の
原
因
を
伝
え

ま
し
ょ
う
。

▼
「
療
養
費
支
給
申
請
書
」
に
は

自
分
で
署
名
・
捺
印
を

療
養
費
支
給
申
請
書
は
、
町
が

柔
道
整
復
師
や
施
術
師
に
施
術

費
用
を
支
払
う
た
め
の
重
要
な

書
類
で
す
。

▼
領
収
書
を
も
ら
い
ま
し
ょ
う

町
か
ら
届
い
た「
医
療
費
通
知
」

と
領
収
書
の
金
額
に
違
い
が
あ

れ
ば
、
下
記
の
と
こ
ろ
へ
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。
領
収
書
は
、

医
療
費
控
除
や
高
額
療
養
費
の

申
請
の
際
も
必
要
で
す
の
で
、

大
切
に
保
管
し
ま
し
ょ
う
。

▼
施
術
が
長
引
く
場
合
は
医
師
の

診
察
を
受
け
ま
し
ょ
う

長
期
間
施
術
を
受
け
て
も
快
方

に
向
か
わ
な
い
場
合
は
、
内
科

的
な
原
因
が
考
え
ら
れ
ま
す

の
で
、
医
師
の
診
察
を
受
け

ま
し
ょ
う
。

重
複
受
診
は
や
め
ま
し
ょ
う

重
複
受
診
と
は
、
一
つ
の
病
気

で
、
同
時
に
複
数
の
医
療
機
関
を

受
診
す
る
こ
と
で
す
。

病
院
が
変
わ
る
と
、
検
査
や
治

療
・
投
薬
を
最
初
か
ら
や
り
直
す

こ
と
に
な
り
ま
す
。
医
療
費
の
無

駄
が
発
生
す
る
う
え
、
検
査
や
薬

の
重
複
に
よ
っ
て
体
に
悪
影
響
を

与
え
て
し
ま
う
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。

【
注
】
骨
折
や
脱
臼
で
国
保
を
使
う
に

は
、
医
師
の
同
意
が
必
要
で
す
（
応
急

手
当
を
除
く
）。

○
問
い
合
わ
せ

国
保
医
療
課
国
保
係

（
4

９
５-

１
９
２
９
）

（
6

９
５-

３
９
７
４
）

国
民
年
金
定
額
保
険
料
に
付
加

保
険
料
を
プ
ラ
ス
し
て
納
付
す
る

と
、
老
齢
基
礎
年
金
に
付
加
年
金

額
が
上
乗
せ
さ
れ
ま
す
。

付
加
保
険
料
は
１
カ
月
４
０
０

円
。
任
意
加
入
の
た
め
、
加
入
の

手
続
き
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

加
入
で
き
る
の
は
、
国
民
年
金

第
１
号
被
保
険
者
の
方
と
任
意
加

入
被
保
険
者
の
方
で
す
。
国
民
年

金
第
１
号
被
保
険
者
で
保
険
料
免

除
・
猶
予
承
認
期
間
中
の
方
、
ま

た
は
国
民
年
金
基
金
に
加
入
し
て

い
る
方
は
加
入
で
き
ま
せ
ん
。
手

続
き
は
町
役
場
２
階
・
総
合
窓
口

課
に
お
越
し
く
だ
さ
い
。

保
険
料
が
発
生
す
る
の
は
、
申

＜例＞
付加年金を通算10年間(120月)納付した場合、
65歳から受け取る年金は次の通りです。
�付加納付保険料
400円×120月＝４万8000円(年額)
�付加受給年金額
200円×120月＝２万4000円(年額)
※付加年金額を２年間受給すると、納付した
付加保険料納付総額と同額になります。

し
込
ん
だ
月
分
か
ら
で
す
。
さ
か

の
ぼ
っ
て
加
入
の
手
続
き
を
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

付
加
保
険
料
の
納
付
期
限
は
翌

月
末
日
（
休
日
の
場
合
は
翌
営
業

日
）
で
す
。
期
限
ま
で
に
納
め
な

か
っ
た
場
合
、
付
加
分
は
納
付
で

き
な
く
な
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、

再
び
付
加
保
険
料
の
納
付
を
希
望

す
る
場
合
は
、
改
め
て
付
加
加
入

の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

▼
付
加
年
金
支
給
額
【
注
】

２
０
０
円
×
付
加
保
険
料
納
付

済
月
数
＝
左
上
例

【
注
】
老
齢
基
礎
年
金
の
物
価
ス
ラ
イ
ド

に
よ
る
増
減
の
影
響
は
受
け
ま
せ
ん
。

○
問
い
合
わ
せ

◆
京
都
南
年
金
事
務
所
国
民
年

金
課

（
4
０
７
５-

６
４
３-

２
５
４
７
）

（
6
０
７
５-

６
４
３-

３
８
８
０
）

◆
精
華
町
役
場
総
合
窓
口
課
年

金
係

（
4

９
５-

１
９
１
５
）

（
6

９
５-

３
９
７
４
）

※
国
民
年
金
基
金
に
つ
い
て
は

京
都
府
国
民
年
金
基
金
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

（
4
０
７
５-

２
１
２-

８
４
１
５
）

（
6
０
７
５-

２
１
２-

２
８
８
０
）

古来より受け継がれてきた漢方薬 
健康をめざして御一緒に！ 

こりと痛みに効く自分でできるツボグッズ
（用品）各種取扱い 
陀羅尼助、紫雲膏、風邪薬など、詳しく
は御相談下さいませ。 

月 
○ 

火 
○ 

水 
／ 

木 
○ 

金 
○ 

土 
／ 新

祝
園 

至
上
下
水
道
事
務
所 

Ｎ 

12:00～15:00

TEL･FAX　93-3108 
 

祝園漢方薬店 
整形外科・一般内科・消化器科・循環器科・呼吸器
科・外科・小児科・脳神経外科・泌尿器科・眼科÷リ
ハビリテーション科・皮膚科・放射線科・脊椎・脊
髄センター・健診センター・人工透析センター 

国
保
対
象
外
の
施
術
に
注
意

健
康
保
険
取
扱
の
接
骨
院
・
整
骨
院

将
来
の
年
金
に
＋ プ

ラ
ス 

国
民
年
金 

付
加
保
険
料 

高
等
学
校
奨
学
金
を
支
給
し
ま

す
。
６
月
20
日
�
ま
で
に
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

▼
対
象
者

京
都
府
在
住
の
市
町
村
民
税
非

課
税
世
帯
の
子
で
、
次
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方

母
子
世
帯
・
父
子
世
帯
・
児
童

世
帯
・
障
害
者
世
帯
・
長
期
療

養
者
世
帯

▼
入
学
支
度
金
（
１
年
生
対
象
１

回
の
み
）

国
公
立
６
万
３
０
０
０
円
・
私

立
全
日
制
17
万
８
０
０
０
円
・

私
立
定
時
制
13
万
７
０
０
０

円
・
通
信
制
４
万
５
０
０
０
円

▼
支
援
金

年
額
６
万
円（
学
用
品
費
な
ど
）

▼
奨
学
金

◆
私
立
全
日
制

月
額
３
万
３
０
０
０
円
以
内

◆
私
立
定
時
制

月
額
２
万
４
０
０
０
円
以
内

※
他
府
県
の
私
立
高
等
学
校
と

外
国
人
学
校
の
み
対
象
で
す
。

※
国
の
支
援
金
額
と
の
併
給
調

整
を
行
い
ま
す
。

▼
対
象
学
校

学
校
教
育
法
第
１
条
に
規
定
す

る
高
等
学
校
、
特
別
支
援
学
校

の
高
等
部
、
高
等
専
門
学
校
、

ま
た
は
学
校
法
人
が
設
置
し
た

主
に
外
国
人
を
対
象
と
す
る
学

校
の
高
等
学
校
相
当
課
程

▼
必
要
書
類

支
給
申
請
書
・
在
学
証
明
書
・

市
町
村
民
税
非
課
税
証
明
書
・

同
意
書
・
国
支
援
金
決
定
通
知

書（
奨
学
金
支
給
対
象
者
の
み
）

※
支
給
申
請
書
は
左
記
の
と
こ

ろ
に
置
い
て
い
ま
す
。

※
身
体
障
害
者
世
帯
は
、
身
体

障
害
者
手
帳
の
写
し
、
ま
た

は
年
金
手
帳
の
写
し
、
長
期

療
養
者
世
帯
は
、
医
師
の
診

断
書
な
ど
も
必
要
で
す
。

▼
申
込
期
間

６
月
20
日
�
ま
で
の
平
日

受
付
時
間
／
午
前
８
時
30
分
〜

正
午
・
午
後
１
時
〜
５
時

▼
申
込
方
法

必
要
書
類
を
直
接
、
左
記
の
と

こ
ろ
へ
。

○
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

福
祉
課
社
会
福
祉
係

（
4

９
５-

１
９
０
４
）

（
6

９
５-

３
９
７
４
）

高
校
奨
学
金
を
支
給

高
校
奨
学
金
を
支
給
 

高
校
奨
学
金
を
支
給

高
校
奨
学
金
を
支
給
 

高
校
奨
学
金
を
支
給
 

布団丸洗いサービス 寝たきり高齢者など向け

落書き」を禁止しています。精華町まちをきれいにする条例では「ふん放置・ポイ捨て・落書き」を禁止しています。精華町まちをきれ きれいにする条例では「ふん放置・ポイ捨て・落書き」を禁止しています。精華町まちをきれいにする条例では「ふん放置・ポイ捨

本年度も寝具洗濯乾燥消毒サービスを行います。希
望する方はお申し込みください。
�日程

�対象者
町内在住の在宅寝たきり高齢者などで、介護保険の
要介護３以上の方
�寝具の種類・利用枚数
１人に対して１回につき、敷布団、掛布団、毛布の
各１枚(シングル)を基本に年６枚以内
※サービスご利用中、希望により代わりの寝具を無
料で貸し出します。

�費用
実費の１割相当
敷布団(綿・羊毛・羽毛300円)
掛布団(綿・羊毛・羽毛300円)
毛布(60円)
�申込方法
寝具洗濯乾燥消毒サービス事業利用申請書を直接、
下記のところへ。
※利用ごとに申請書の提出が必要となります。
※申請書は下記の窓口(かしのき苑内)にあります。
同協議会ホームページからもダウンロードできま
す。

○申し込み・問い合わせ
精華町社会福祉協議会 地域福祉課(かしのき苑内)
(4 94_4573・6 93_2278)
http://www.kyoshakyo.or.jp/seika/

 

第１回 

第２回 

第３回 

第４回 

　申　込　期　限 

　　６月22日(金)
　　９月21日(金)
　　11月30日(金)
来年２月15日(金)

　布団回収日 

　　７月４日(水)
　　10月３日(水)
　　12月12日(水)
来年２月27日(水)

　布団配達日 

　　７月11日(水)
　　10月10日(水)
　　12月19日(水)
来年３月６日(水)
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講
演
で
は
、手
鏡
を
各
自
使
い
、

口
の
な
か
を
見
な
が
ら
声
を
出
し

た
り
、
の
ど
の
奥
を
詳
し
く
観
察

し
た
り
し
ま
し
た
。
状
況
に
よ
っ

て
鼻
か
ら
フ
ァ
イ
バ
ー
を
挿
入
し

て
観
察
で
き
る
こ
と
な
ど
に
つ
い

て
、
ス
ラ
イ
ド
を
使
っ
た
説
明
も

あ
り
ま
し
た
。

さ
ら
に
、
参
加
者
か
ら
の
質
問

に
対
し
て
山
本
医
師
か
ら
の
回
答

や
ア
ド
バ
イ
ス
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
す
。

Ｑ
・
予
防
の
た
め
に
は
、
何
を
し

た
ら
良
い
で
す
か
？

Ａ
・
う
が
い
、
手
洗
い
、
禁
煙
、

日
ご
ろ
か
ら
免
疫
力
を
つ
け

口
の
な
か
の
構
造
や
形
成
外
科

に
関
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
昨
年

12
月
７
日
�
に
行
わ
れ
た
第
６
回

健
康
講
演
会
で
の
、
山
本
耳
鼻
咽

喉
科
形
成
外
科
（
光
台
４
丁
目
29

番
地
２
）
の
山
本
ゆ
き
子
医
師
の

講
演
内
容
を
紹
介
し
ま
す
。

て
お
く
こ
と
で
す
。

Ｑ
・
口
内
炎
が
で
き
た
ら
、
ど
う

い
う
治
療
が
あ
り
ま
す
か
？

Ａ
・
ウ
イ
ル
ス
感
染
に
よ
る
口
内

炎
は
特
に
治
療
は
な
く
、
栄

養
補
給
や
休
養
な
ど
で
治
し

ま
す
。

Ｑ
・
ヘ
ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
の
予
防

注
射
は
あ
り
ま
す
か
？

Ａ
・
ヘ
ル
ペ
ス
は
７
〜
８
種
類

（
帯
状
疱
疹
や
口
唇
ヘ
ル
ペ

ス
な
ど
）
あ
り
ま
す
が
、
予

防
注
射
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ヘ

ル
ペ
ス
ウ
イ
ル
ス
は
多
く
の

人
が
持
っ
て
い
て
、
帯
状
疱

た
い
じ
ょ
う
ほ
う

疹し
ん

は
水
ぼ
う
そ
う
に
か
か
っ

た
こ
と
が
あ
る
人
が
風
邪
を

引
い
た
り
疲
れ
や
ス
ト
レ
ス

が
た
ま
っ
た
と
き
な
ど
、体

内
の
抵
抗
力
が
弱
ま
る
こ
と

が
発
症
の
原
因
と
な
り
ま
す
。

Ｑ
・
昔
、
魚
の
骨
を
取
る
に
は
ご

飯
を
食
べ
て
飲
み
込
む
と
聞

き
ま
し
た
が
、
正
し
い
で
す

か
？

Ａ
・
骨
が
の
ど
の
奥
へ
入
る
と
、

見
え
に
く
く
摘
出
が
困
難
に

な
り
ま
す
。
早
め
に
受
診
を

し
て
く
だ
さ
い
。

Ｑ
・
お
た
ふ
く
か
ぜ
は
、
大
人

に
な
っ
て
も
か
か
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
か
？

Ａ
・
お
た
ふ
く
は
ム
ン
プ
ス
ウ
イ

ル
ス
の
飛
沫
感
染
で
大
人
に

な
っ
て
か
ら
も
か
か
る
こ
と

が
あ
り
、
子
ど
も
よ
り
重
症

化
し
や
す
い
で
す
。

Ｑ
・
舌
苔

ぜ
っ
た
い

【
注
】
は
取
る
必
要
が

あ
り
ま
す
か
？

Ａ
・
歯
み
が
き
は
大
事
で
す
が
、

舌
を
清
掃
し
す
ぎ
て
良
い
細

菌
ま
で
取
っ
て
し
ま
い
、
傷

を
つ
け
る
こ
と
が
あ
る
た

め
、
無
理
に
取
ら
な
い
ほ
う

が
よ
い
と
い
う
考
え
方
も
あ

り
ま
す
。

Ｑ
・
高
齢
の
両
親
が
い
る
の
で
、

む
せ
な
い
た
め
に
何
を
す
れ

ば
良
い
で
す
か
？

Ａ
・
口
を
大
き
く
開
け
て
、
ア
ナ

ウ
ン
サ
ー
が
す
る
よ
う
な
発

声
練
習
や
早
口
言
葉
な
ど
お

風
呂
で
す
る
と
反
響
し
て
良

い
と
思
い
ま
す
。
ま
た
人
と

よ
く
話
す
こ
と
、
舌
の
体
操

（
左
右
・
前
後
・
上
下
）
な

ど
も
お
す
す
め
で
す
。

Ｑ
・
唾だ

液え
き

が
出
る
場
所
は
ど
こ
で

す
か
？

Ａ
・
両
方
の
上
あ
ご
の
第
一
大
臼

歯
の
上
、
舌
で
触
れ
る
と
こ

ろ
や
舌
の
下
に
あ
り
ま
す
。

が
ん
は
奥
歯
と
す
れ
る
場
所
に

多
く
、
梅
毒

ば
い
ど
く

は
舌
の
上
中
央
部
、

結
核
は
舌
の
先
に
発
症
し
や
す
い

で
す
。

少
し
硬
め
の
し
こ
り
は
が
ん

（
咽
頭
が
ん
、
悪
性
リ
ン
パ
腫
）

の
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

扁
桃
周
囲
膿
瘍

へ
ん
と
う
し
ゅ
う
い
の
う
よ
う

な
ど
の
炎
症
で

も
、首
の
リ
ン
パ
腺
が
腫
れ
ま
す
。

膿
を
出
す
と
、
早
く
治
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

【
注
】
舌
の
表
面
に
つ
く
食
べ
か
す
や

粘
液
、
バ
ク
テ
リ
ア
な
ど
が
舌
表
面
に

絡
み
つ
い
た
も
の
。

○
問
い
合
わ
せ

健
康
推
進
課
保
健
予
防
係

（
4

９
５-

１
９
０
５
）

（
6

９
５-

３
９
７
４
）

part

160

健
康
講
演
会
〜
第
６
回
〜

健
康
講
演
会
〜
第
６
回
〜

健康増進計画推進 
キャラクター紹介 
いちご家の人々　その二 

「みんなのヒロイン いちごちゃん」

名前は、いちごちゃん。血液型
はAB型、音楽が大好き。好奇心
旺盛で誰とでもすぐ仲良し！ 

次回予告÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷÷ 
 

 
さて、私は誰で
しょう。 

 
 

答えは来月号で！ 

異なる文化や言語を持つ国で礼儀作法を学ぶことは、最も

難しく、同時に大切なことでもあります。

どの国にも礼儀作法があります。日本では、丁寧さの度合

いは相手によるようです。日本人は、アメリカ人よりも丁寧

に客や上司に接します。本当に「お客様は神様」です。この

おかげで、外国人観光客はどこに行っても「お客様」として

扱われるので、日本人の礼儀正しさに関心します。

しかし、これがいつでも正しいとは限りません。友達の間

では、むしろ丁寧すぎると距離感を作ってしまいます。外国

人は日本語を丁寧語から勉強し始めるので、友達と話すとき

でさえ丁寧過ぎることがあります。

「礼儀」の認識も国によって異なります。米国、特に私の地

元ウィスコンシン州では、礼儀とは他人に親しく接すること

と考えられています。だから、上司は職員に優しく、客も店

員に礼儀正しくするのが普通です。たまに日本人客は、店員

にとても失礼なことを言ったりしますが、米国ではこのよう

な行為はあまり受け入れられないので、すぐ店から追い出さ

れます。自分がどんな立場であっても、店員と親しく会話し

たり、自分に続いて店に入る人のためにドアを押さえたりな

ど、相手を尊重することが必要です。

米国に言葉のルールがないわけではありません。例えば、

私の友達は米国を旅行中、バーで注文する時に「ビール！」

とだけ言いました。「プリーズ」を付けなかったため店長に怒

られ、ビールも出してもらえませんでした。米国の子どもは

「必ずプリーズとサンキューを言う」ことを教えられます。日

本の敬語のように、それらを言うことを忘れたら、自分でト

ラブルを招くことになります。

礼儀正しさの意味するところはアメリカ人と日本人で違い

ますが、どちらの国でも重要です。現地の生活になじみたい

なら、礼儀を学ぶことが必要です。

Learning how to be polite in a different language or a

foreign country can be one of the hardest things to master,

but it is also extremely important. 

Every country has its own rules about being polite. In

Japan, how polite you are seems to depend on who you are

talking to. More than America, in Japan people have to be

polite to superiors and customers. In particular, customers

in Japan are treated like kings, and I think this is why so

many foreign tourists praise Japanese politeness; since

they are customers everywhere they go. 

But of course this doesn't mean that Japanese are always

polite. Among friends being too polite can actually create a

sense of distance. Since foreigners are usually taught

polite form first when studying Japanese, many tend to

struggle with speaking too formally when talking with

friends.

Also, the very concept of "politeness" changes depending

on the country. In America, especially in Wisconsin Where

I grew up, being polite is much more about being sociable

with everyone. This means that the boss has to be nice to

employees, and the customers have to be polite to the staff.

I occasionally see customers in Japan behaving what I

consider very rudely towards staff. In the states, this

behavior is generally unacceptable and gets you kicked out

of a store pretty quick. No matter your position or status, it

is important to treat everyone with respect, whether that

means friendly conversation with store clerks or holding

the door open for someone coming up behind you. 

However, this doesn't mean that there aren't some rules

to follow to be polite. For instance a friend of mine

traveling in America went to a bar, and just shouted out

"Beer!" when he wanted to order. Not only did he not get a

beer, the bartender even yelled at him for not saying

please! Like polite Japanese, in the states every child

is taught to "always say please and thank you." And

just like formal Japanese, forgoing these is asking for

trouble. 

Though Americans and Japanese define being

polite differently, it is still very important in both

countries. And for anyone trying to fit in, learning

how to be polite is essential.

The Importance of Politeness

Where there's a will there's a way

第９代国際交流員コラム ��

礼儀の大切さ

ウィズナー・ハンクス カイ

米国ウィスコンシン州出身の24歳。平成22年７
月から精華町役場で第９代国際交流員(CIR)と
して勤務。主な仕事は英語版広報紙「いちご」
の製作をはじめとした外国人住民の生活支援や
学校などでの国際交流活動。趣味は、武道・筋
力トレーニング・食事・映画など。
ブログURL：http://seikalife.blogspot.com/

口
の
な
か
の
お
話

口
の
な
か
の
お
話

の
ど
が
痛
い

口
が
痛
く
て
食
べ
ら
れ
な
い

お
た
ふ
く
か
ぜ

口
の
な
か
が
渇
く

食
事
中
に
む
せ
る

舌
の
痛
み
・
出
血
（
舌
が
ん
）

首
に
し
こ
り
が
あ
る

口
が
臭
い

の
ど
に
骨
が
刺
さ
っ
た



野
鳥
野
鳥
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ヒ
ナ
ヒ
ナ
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拾
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な
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で
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な
い
で 

野
鳥
野
鳥
の 

ヒ
ナ
ヒ
ナ
を 

拾
わ
な
い
で

わ
な
い
で 

野
鳥
野
鳥
の 

ヒ
ナ
ヒ
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拾
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な
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で

わ
な
い
で 

野
鳥
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ヒ
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を 

拾
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な
い
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ノ
ー
ネ
ク
タ
イ
な
ど
の
エ
コ
ス

タ
イ
ル
と
な
り
ま
す
。

現
在
、
国
が
適
正
冷
房
の
徹

底
と
軽
装
勤
務
の
推
奨
に
取
り

組
む
「
ク
ー
ル
ビ
ズ
」。
町
で
は

こ
れ
に
賛
同
し
、
毎
年
同
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
を
行
っ
て
い
ま
す
。

皆
さ
ん
の
ご
理
解
と
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

○
問
い
合
わ
せ

総
務
課
庶
務
係

（
4

９
５-
１
９
１
０
）

（
6

９
３-

２
２
３
３
）

町
役
場
な
ど
の
町
関
係
施
設

で
は
10
月
31
日
�
ま
で
、
二
酸
化

炭
素
な
ど
の
温
室
効
果
ガ
ス
の

削
減
に
向
け
た
「
夏
の
エ
コ
ス
タ

イ
ル
・
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
を
行
っ

て
い
ま
す
。

期
間
中
は
適
正
冷
房
（
28
度
）

と
と
も
に
、
町
職
員
の
服
装
は

だ
さ
い
。

特
に
特
別
実
施
日
と
な
っ
て

い
る
６
月
21
日
（
夏
至
の
日
）
と

７
月
７
日
（
七
夕
／
ク
ー
ル
ア
ー

ス
・
デ
ー
）
の
両
日
は
、
午
後

８
時
〜
10
時
、
一
斉
消
灯
（
ラ
イ

ト
ダ
ウ
ン
）
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

○
問
い
合
わ
せ

環
境
推
進
室
環
境
係

（
4

９
５-

１
９
２
５
）

（
6

９
５-

３
９
７
４
）

６
月
21
日
�
〜
７
月
７
日
�
は

「
ラ
イ
ト
ダ
ウ
ン
ジ
ャ
パ
ン
２
０

１
２
」
の
期
間
で
す
。

地
球
温
暖
化
防
止
に
向
け
、

ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
施
設
や
家
庭
照

明
の
消
灯
を
呼
び
掛
け
る

「
Ｃ
Ｏ
２

　

削
減
／
ラ
イ
ト
ダ
ウ
ン

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
は
今
年
で
10
周

年
を
迎
え
ま
し
た
。

こ
の
機
会
に
皆
さ
ん
も
、
二

酸
化
炭
素
削
減
・
節
電
の
た
め
、

こ
ま
め
な
消
灯
を
心
が
け
て
く

明
か
り
消
し
て
地
球
に
優
し
く 

に
ご
協
力
を 
ク
ー
ル
ビ
ズ 
ク
ー
ル
ビ
ズ 

一
般
の
人
が
廃
棄
物
を
燃
や
す

こ
と
は
、法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま

す
が
、焼
き
畑
や
あ
ぜ
草
焼
き
な
ど

農
業
や
林
業
の
た
め
の
焼
却
は
例

外
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
洗
濯
物
に
に
お
い
が

付
い
た
り
す
る
な
ど
、
近
く
に
お

住
ま
い
の
方
に
と
っ
て
は
気
持
ち

の
良
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

「
も
し
自
分
が
近
く
に
住
ん
で
い

る
人
の
立
場
だ
っ
た
ら
」
と
、
い

つ
も
考
え
ま
し
ょ
う
。
や
む
を
得

ず
野
焼
き
を
す
る
と
き
は
、
次
の

こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

・
近
く
に
お
住
ま
い
の
方
へ
事
前

に
声
か
け
を
し
ま
し
ょ
う
。

・
よ
く
乾
燥
さ
せ
て
１
回
に
燃
や

農
業
用
水
の
送
水
の
た
め
６
月

７
日
�
〜
９
月
30
日
�
、
川
西
土

地
改
良
区
木
津
川
揚
水
ポ
ン
プ
を

運
転
し
ま
す
。

期
間
中
、
田
な
ど
の
農
業
用
施

設
周
辺
の
水
路
は
、
水
位
が
上
昇

し
大
変
危
険
で
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

６
月
７
日
�
〜
８
日
�
は
終
日

運
転
、
９
日
�
以
降
は
午
前
７

時
〜
午
後
５
時
ご
ろ
の
運
転
と

な
り
ま
す
。

○
問
い
合
わ
せ

水
土
里

み

ど

り

ネ
ッ
ト
川
西

（
相
楽
郡
川
西
土
地
改
良
区
）

（
4

９
４-

３
０
０
６
）

（
6

９
４-

３
０
６
９
）

す
量
を
少
な
く
、
大
量
の
煙
が

出
な
い
よ
う
に
し
、
風
向
き
な

ど
に
も
配
慮
を
し
ま
し
ょ
う
。

・
特
に
ビ
ニ
ー
ル
（
マ
ル
チ
、
あ

ぜ
シ
ー
ト
な
ど
）
や
ペ
ッ
ト
ボ

ト
ル
な
ど
、
有
害
物
質
が
発
生

し
や
す
い
も
の
は
、
絶
対
に
燃

や
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

・
庭
木
を
刈
り
込
ん
だ
も
の
や
杭く

い

な
ど
を
燃
や
す
こ
と
も
禁
止
さ

れ
て
お
り
、
処
罰
対
象
と
な
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

○
問
い
合
わ
せ

産
業
振
興
課
農
業
振
興
係

（
4

９
５-

１
９
０
３
）

（
6

９
５-

３
９
７
３
）

野
焼
き
は
周
辺
に
気
配
り
を

農
業
用
水
路

水
位
上
昇
に
注
意

こ
れ
か
ら
夏
を
迎
え
る
と
、
ハ

チ
の
活
動
が
活
発
に
な
っ
て
き
ま

す
。ハ

チ
に
刺
さ
れ
る
と
、
体
質
に

よ
っ
て
は
ア
レ
ル
ギ
ー
反
応
に
よ

る
シ
ョ
ッ
ク
症
状
を
お
こ
す
方
も

い
ま
す
。
特
に
ス
ズ
メ
バ
チ
な
ど

危
険
な
ハ
チ
の
駆
除
は
、
専
門
業

者
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

公
園
な
ど
公
共
施
設
の
ハ
チ
の

巣
駆
除
は
、
施
設
管
理
者
が
対
応

し
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
管
理

者
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
駆
除
業
者
が
分
か
ら
な
い
場
合

害
虫
１
１
０
番
（
有
料
）

京
都
府
ペ
ス
ト
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

協
会

（
4
０
７
５-

７
５
２-

８
０
７
１
）

（
6
０
７
５-

７
５
２-

８
０
７
２
）

受
付
時
間
／
月
〜
金
曜
日
午
前

10
時
〜
午
後
５
時

※
事
前
に
料
金
な
ど
を
確
認

し
、
自
己
責
任
で
依
頼
し
て

く
だ
さ
い
。

▼
ハ
チ
防
護
服
の
貸
し
出
し

町
で
は
、
ハ
チ
の
駆
除
に
使

用
す
る
ハ
チ
防
護
服
を
無
料
で

貸
し
出
し
て
い
ま
す
。
防
護
服

の
数
に
は
限
り
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
希
望
の
方
は
必
ず
事
前

に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

○
問
い
合
わ
せ

環
境
推
進
室
環
境
係

（
4

９
５-

１
９
２
５
）

（
6

９
５-

３
９
７
４
）

セ
ア
カ
ゴ
ケ
グ
モ
は
も
と
も
と

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
に
生
息
し

て
い
る
外
来
種
の
ク
モ
で
す
。
し

か
し
近
年
、
国
内
で
も
広
範
囲
に

生
息
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。
精

華
町
で
も
一
般
家
庭
の
排
水
溝
や

グ
レ
ー
チ
ン
グ
、植
木
鉢
の
裏
側
、

エ
ア
コ
ン
室
外
機
の
す
き
間
な
ど

で
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
。

セ
ア
カ
ゴ
ケ
グ
モ
は
、
少
量
の

毒
を
も
っ
て
い
ま
す
が
、
性
質
は

お
と
な
し
く
攻
撃
性
の
な
い
ク
モ

で
す
。
素
手
で
触
ら
な
い
限
り
、

か
ま
れ
る
恐
れ
は
あ
り
ま
せ
ん
。

万
一
か
ま
れ
た
場
合
は
、
患
部

を
水
で
洗
う
な
ど
清
潔
に
し
、
で

き
る
だ
け
早
く
病
院
で
治
療
を
受

け
て
く
だ
さ
い
。
か
ま
れ
た
ク
モ

を
病
院
へ
持
っ
て
い
く
と
、
適
切

な
治
療
に
つ
な
が
り
ま
す
。

前
述
の
よ
う
な
、
ク
モ
が
い
そ

う
な
場
所
は
普
段
か
ら
注
意
し
、

も
し
発
見
し
た
場
合
は
、ク
モ÷

卵

共
に
市
販
の
殺
虫
剤
で
駆
除
す
る

か
靴
で
踏
み
つ
ぶ
し
て
く
だ
さ
い
。

○
問
い
合
わ
せ

環
境
推
進
室
環
境
係

（
4

９
５-

１
９
２
５
）

（
6

９
５-

３
９
７
４
）

ま
も
な
く
蚊
の
発
生
時
季
を
迎

え
ま
す
。
蚊
は
、
わ
ず
か
な
水
た

ま
り
が
あ
れ
ば
、
場
所
を
問
わ
ず

産
卵
し
、
２
週
間
ほ
ど
で
成
虫
に

な
り
ま
す
。

幼
虫
の
「
ボ
ウ
フ
ラ
」
は
、
水

が
な
け
れ
ば
生
存
で
き
ま
せ
ん
。

発
生
源
と
な
る
バ
ケ
ツ
の
水
や
庭

先
や
側
溝
の
水
た
ま
り
な
ど
を
掃

除
す
る
と
、
あ
る
程
度
蚊
の
発
生

を
抑
え
ら
れ
ま
す
。

○
問
い
合
わ
せ

環
境
推
進
室
環
境
係

（
4

９
５-

１
９
２
５
）

（
6

９
５-

３
９
７
４
）

ハ
チ
の
駆
除
は
専
門
業
者
へ

ハ
チ
の
駆
除
は
専
門
業
者
へ 

ハ
チ
の
駆
除
は
専
門
業
者
へ 

セ
ア
カ
ゴ
ケ
グ
モ
に
ご
注
意

セ
ア
カ
ゴ
ケ
グ
モ
に
ご
注
意 

セ
ア
カ
ゴ
ケ
グ
モ
に
ご
注
意 

雑
草
な
ど
の
繁
茂
は
、
清
潔

な
生
活
環
境
を
阻
害
す
る
ば
か

り
か
、
不
快
虫
の
発
生
や
火
災

な
ど
の
事
故
、
犯
罪
の
発
生
源

に
も
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。

空
き
地
を
所
有
・
管
理
し
て

い
る
方
は
、
付
近
の
方
に
迷
惑

を
掛
け
な
い
よ
う
、
適
正
に
管

理
し
て
く
だ
さ
い
。

○
問
い
合
わ
せ

環
境
推
進
室
環
境
係

（
4

９
５-

１
９
２
５
）

（
6

９
５-

３
９
７
４
）

空
き
空
き
地
管
理

地
管
理
は 

責
任
持

責
任
持
っ
て 

空
き
地
管
理
は 

責
任
持
っ
て 

―
ネ
コ
や
カ
ラ
ス
に
食
べ
ら
れ

な
い
で
し
ょ
う
か
。

心
配
な
ら
ば
、
ヒ
ナ
を
近
く
の

茂
み
の
な
か
に
置
い
て
お
く
こ
と

も
で
き
ま
す
。
親
鳥
は
姿
が
見
え

な
く
て
も
、
ヒ
ナ
の
声
で
気
づ
く

こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。

―
人
が
ヒ
ナ
を
育
て
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
す
か
。

た
く
さ
ん
の
虫
を
与
え
続
け
る

な
ど
す
れ
ば
、
育
て
ら
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。た
だ
自
然
界
で
は
、

巣
立
ち
後
に
親
鳥
と
過
ご
す
わ
ず

か
な
期
間（
１
週
間
か
ら
１
カ
月
）

に
「
何
が
食
べ
物
で
、
何
が
危
険

か
」
な
ど
を
学
習
し
て
ひ
と
り
立

ち
し
ま
す
。
一
方
、
人
に
育
て
ら

れ
た
ヒ
ナ
は
自
然
の
な
か
で
生
き

て
い
け
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。

け
が
を
し
て
い
た
り
、
希
少
種

で
あ
っ
た
り
な
ど
、
放
っ
て
お
け

な
い
と
判
断
さ
れ
る
場
合
は
京
都

府
や
町
な
ど
に
相
談
し
て
く
だ
さ

い
。野
鳥
は
許
可
な
く
捕
え
た
り
、

飼
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
注
】
ま
た
野
生
の
鳥
類
の
取
扱
い
は

法
律
で
厳
し
く
決
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

○
問
い
合
わ
せ

◆
精
華
町
役
場
産
業
振
興
課
農

業
振
興
係

（
4

９
５-

１
９
０
３
）

（
6

９
５-

３
９
７
３
）

◆
京
都
府
山
城
広
域
振
興
局
農

林
整
備
室
林
業
振
興
担
当

（
4

２
１-

３
４
５
０
）

春
か
ら
夏
に
か
け
て
は
野
鳥
た

ち
の
繁
殖
シ
ー
ズ
ン
で
す
。

こ
の
時
期
は
、
地
面
な
ど
に
落

ち
て
迷
子
の
よ
う
な
ヒ
ナ
を
見
か

け
る
季
節
で
も
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
ヒ
ナ
た
ち
は
迷
子
で
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
絶
対
に
連
れ
て
行
か

な
い
で
く
だ
さ
い
【
注
】。

―
ど
う
し
て
ヒ
ナ
が
地
面
に
い

る
こ
と
が
あ
る
の
で
す
か
。

野
鳥
の
ヒ
ナ
の
多
く
は
、
卵
か

ら
か
え
っ
て
羽
が
生
え
そ
ろ
う
と

す
ぐ
に
巣
立
つ
の
で
、
巣
か
ら
飛

び
出
す
段
階
で
は
う
ま
く
飛
べ
ず

に
落
ち
る
も
の
も
い
ま
す
。で
も
、

け
が
を
し
て
い
な
け
れ
ば
、
親
鳥

が
給
餌
や
誘
導
を
す
る
う
ち
に
、

少
し
ず
つ
飛
べ
る
よ
う
に
な
る
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

―
ヒ
ナ
を
見
つ
け
た
と
き
は
、

ど
う
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

巣
立
ち
直
後
の
ヒ
ナ
は
あ
ま
り

動
き
ま
せ
ん
。
親
鳥
は
人
が
ヒ
ナ

の
近
く
に
い
る
と
警
戒
し
て
や
っ

て
来
ら
れ
ま
せ
ん
。
ヒ
ナ
に
手
を

出
し
て
親
子
を
引
き
離
す
と
「
誘

拐
」
に
な
る
の
で
、
そ
の
場
を
立

ち
去
る
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

蚊
の
発
生

抑
え
よ
う
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